
事業者の皆様へ

新型コロナウイルス感染症対策
支援について

一時支援金
緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が

減少した中堅・中小事業者に一時支援金を支給します。

中小法人等 上限 60万円 個人事業者等 上限 30万円
 【対象期間】１月～３月　　【対象月】対象期間から任意に選択した月
 【給付額の計算方法】

給付額 ＝ 前年 又は 前々年の
対象期間の合計売上 － 2021年の

対象月の売上 × ３ヶ月

 【申請受付期間】2021年３月８日（月）～５月31日（月）
 【申請用ホームページ】https://ichijishienkin.go.jp

●その他の詳細はこちらをご覧ください ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

●お問い合わせ先  https://emotion-tech.net/x0IE58n2 ＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞
web質問フォームで質問できます。個別にお返事をすることは控えさせていただきますが、
頂いた御質問のうち、よくある質問につきましては、Ｑ＆Ａを作成・公表いたします。

要 件
緊急事態宣言の再発令に伴い、
❶緊急事態宣言の発令地域の飲食店と直接・

間接の取引があること
または、
❷緊急事態宣言発令地域における不要不急

の外出・移動の自粛による直接的な影響
を受けたこと

により、本年1～3月のいずれかの月の売上高が対前年比（または対前々年比）▲50％
以上減少していること

注１：「飲食店時短営業又は外出自粛等の影響」とは、緊急事態宣言の再発令に伴い、緊急事態宣言の発令地域（以
下「宣言地域」という。）の飲食店と直接・間接の取引があること、又は、宣言地域における不要不急の外出・移
動の自粛による直接的な影響を受けたことを指します。

注２：給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。なお、店舗単位ではなく、
事業者単位の給付となります。

注３：一方、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象とはなりません。なお、宣
言地域には、同緊急事態宣言が一度発令され、その後解除された地域も含みます。

注４：飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛以外の理由であれば、売上が50％以上減少していて
も対象外です。

注５：都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は、一時支援金と重複受給できません。

農業者・漁業者、飲食料品・割り箸・
おしぼりなど飲食業に提供される財・
サービスの供給者を想定

旅館、土産物屋、観光施設、タクシー
事業者等の人流減少の影響を受けた者
を想定
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 事業者の皆様へ   新型コロナウイルス感染症対策支援について

資金繰り支援
融資制度、信用保証制度の両面から、事業者の皆様の資金繰りを支援します。

●資金繰り支援全般に関するお問い合わせ先
◆中小企業金融相談窓口　☎0570-783183　※平日・土日祝日 9：00～17：00

◆個別支援策のお問い合わせ先　各ページ末尾の【お問い合わせ先】までご連絡ください。

●民間の金融機関とのお取引に関するお問い合わせ先
◆金融庁相談ダイヤル　☎0120-156811（フリーダイヤル）
　※平日 10：00～17：00　※ＩＰ電話からは☎03-5251-6813におかけください。

政府系金融機関による融資
融資による支援では、大きく分けて3段階の支援を実施。

➡セーフティネット貸付
基準金利

【対象要件】
売上高等の要件はなし

➡新型コロナウイルス感染症特別貸付
➡新型コロナウイルス対策マル経融資
➡危機対応融資

【対象要件】売上高▲5％以上減少
※個人事業主（事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る）に

ついては、柔軟に対応

　　　　  ＋
➡特別利子補給制度

特別貸付を利用した事業者
を対象に利子補給

【対象要件】
個人事業主（小規模）：要件なし
小規模（法人）：売上高▲15％減
中小企業：売上高▲20％減

民間金融機関による信用保証付融資
※保証枠とは、制度上の保証限度額のことです。

➡セーフティネット保証４号・５号
一般保証とは別枠（2.8億円）で保証。
４号は全国47都道府県を対象地域として指定。
５号は影響を受けている業種を指定。

➡危機関連保証
セーフティネット保証とは、さらに別枠

（2.8億円）で、全国・全業種※を対象。
※一部保証対象外の業種があります。

一般保証枠（2.8億円） ＋ セーフティネット保証枠（2.8億円） ＋ 危機関連保証枠（2.8億円）

➡信用保証付融資における保証料・利子減免
セーフティネット保証４号・５号・危機関連保証を利用して、一定の要
件で制度融資を活用した事業者の保証料を減免し、かつ実質無利子化。

実質無利子融資金利▲0.9引き下げ金利引き下げなし
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その他 支援内容一覧
経営相談

◆経営相談窓口の開設
◆専門家によるアドバイス

資金繰り支援
【政府系融資／一般】

◆新型コロナウイルス特別貸付
◆商工中金による危機対応融資
◆新型コロナウイルス対策マル経融資
◆特別利子補給制度（実質無利子）
◆セーフティネット貸付の要件緩和

【政府系融資／生活衛生関係】
◆生活衛生新型コロナウイルス特別貸付
◆新型コロナウイルス対策衛経融資
◆特別利子補給制度（実質無利子）
◆衛生環境激変対策特別貸付

【民間の信用保証付き融資】
◆セーフティネット保証４号・５号
◆危機関連保証
◆民間金融機関における実質無利子・無担保融資

【借換／リスケ／配慮要請】
◆日本公庫等の既往債務の借換
◆新型コロナ特例リスケジュール
◆既往債務の条件変更
◆金融機関等への配慮要請

【その他】
◆小規模企業共済の特例緊急経営安定貸付等
◆経営セーフティ共済の特例措置
◆ＤＢＪ・商工中金による危機対応融資

給付金
◆一時支援金

設備投資・販路開拓支援
【生産性革命推進事業】

◆中小企業等事業再構築促進事業
◆生産性革命推進事業
◆ものづくり補助金
◆持続化補助金
◆ＩＴ導入補助金

【サプライチェーン改革】
◆サプライチェーン対策のための国内投資促進事業
◆海外サプライチェーン多元化等支援事業

【販路開拓支援】
◆非対面・遠隔の海外展開支援事業

【商店街のイベント等支援】
◆ＧｏＴｏ商店街

経営環境の整備
【下請取引】

◆下請取引配慮要請
◆個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮要請
◆官公需における配慮要請
◆下請Gメンによる実態把握

【事業再編支媛】
◆事業承継・事業引継ぎ推進事業

【資本性資金供給・資本増強支援】
◆中小企業向け資本性資金供給資本増強支援事業

【事業継続力の強化】
◆感染症対策含む中小企業強靱化対策事業

【雇用関連】
◆雇用調整助成金の特例措置
◆新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
◆小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援
 （労働者に休暇を取得させた事業者向け）
◆小学校等の臨時休業に対応する保護者支援
 （委託を受けて個人で仕事をする方向け）
◆個人向け緊急小口資金等の特例
◆休業や労働時間変更への対応
◆都道府県労働局及び労働基準監督署における配慮
◆外国人の在留資格取扱い

【テレワーク】
◆テレワークに関する情報提供
◆専門家からの指導・助言
◆設備導入にかかる費用の支援

【海外関連】
◆現地進出企業・現地情報及びジェトロ相談窓口
◆貿易保険による支援策
◆輸出入手続きの緩和等について

【家賃関連】
◆賃貸借契約についての基本的なルール

税・社会保険・公共料金
【税の申告・納付】

◆納税猶予・納付期限の延長
－税務申告・納付期限の延長
－納付猶予（国税・地方税）の特例
－納付猶予制度（国税）
－納付猶予制度（地方税）

◆欠損金の繰戻し還付
◆固定資産税等の軽減の全体像
◆固定資産税等の軽減

【社会保険】
◆厚生年金保険料等の猶予制度
◆厚生年金保険料等の標準報酬月額の特例改定
　について
◆国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護
　保険の保険料（税）等の取扱いについて

【公共料金】
◆電気・ガス料金の支払猶予等について
◆ＮＨＫ放送受信料の免除について

詳細は、経済産業省新型コロナ
ウイルス感染症関連のページを
ご覧ください。

【URL】https://www.meti.go.jp/covid-19/index.html
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新型コロナウイルス感染症予防のために

予防接種について
新型コロナワクチン接種が令和３年２月１７日から開始され、令和４年２月末まで実施

される予定です。接種対象者は１６歳以上の方です。ワクチンは徐々に供給されますので、
一定の接種順位を決めて、接種が行われます。１．医療従事者　２．高齢者（６５歳以上）　
３．基礎疾患を有する方　４．高齢者施設等の従事者　５．それ以外の方の順番です。

七宗町では、接種が滞りなく進めることが出来るよう、町内医療機関と連絡を取りな
がら準備を進めているところです。接種を受けることは強制ではなく、接種による感染
症予防の効果と副反応のリスクの双方について理解した上で、自らの意思で接種を受け
ていただくことになります。国の動向に合わせ、順次ご案内いたします。

七宗町役場 住民課 健康係（生きがい健康センター） ☎４８－２０４６（担当：平田 裕子）

主な感染経路は飛沫感染と接触感染です
◦感染者の唾液にウイルスが多く含まれていて、唾液が直接、ま

たは間接的に口や目、鼻の粘膜につくことで感染します。
◦せきやくしゃみ、大声での会話や歌で、感染者の唾液が飛び

散ったり漂うことによって、感染が起こります。
◦症状のない感染者の唾液からうつることがあります。

感染したかも…と思ったら
発熱や息苦しさ、倦怠感、味覚・嗅覚異常などの体調不

良が見られ、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合は、
「かかりつけ医」や「受診・相談センター（可茂保健所  
☎２５－３１１１）」に電話で相談しましょう。

感染リスクを下げましょう
感染リスクを減らすには、「３密（密集・密接・密閉）」と「大声」

をどう避けるか、食べ物や器具などの共有をいかに防ぐかが重要
です。社会活動と感染防止を両立するために、日々の生活で感染
リスクを下げる工夫が重要です。

◦マスクの着用・手洗い・換気を良くする・対面に座ら
ない・料理は１人ずつ分ける

◦大声を出さない・狭い場所に集まるのを避ける・集ま
る人数を減らす・物を共有しないなど
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補助対象
世 帯

補助内容

提出書類

七宗町内に居住する新婚世帯に対して、家財、家電等購入費用及び引
越しに要した費用を対象に１世帯当たり最大で５０万円を補助します。
（この補助金は少子化対策の強化に資することを目的としています）

○下記の要件を全て満たす方

▼令和３年４月１日以降に婚姻届が受理され、かつ、申請日において
町内に住所を有し、婚姻から１年以内の夫婦であること。

▼ 夫婦で町内に５年以上居住する予定であること。

▼ 申請時点で、夫婦のいずれも納期限が到来している七宗町税の未納が
ないこと。

▼ 夫婦共に過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。

○家財及び家電等購入費用、引越し費用（最大５０万円）

▼ 家財・家電費用 … 結婚を機に購入した家財及び家電の費用

▼ 引 越 し 費 用 … 結婚を機に同居するために引越しをした場合に、
　　　　　　　　　引越業者又は運送業者に支払った費用

○下記書類の提出が必要です

▼ 七宗町新婚さん新生活支援補助金交付申請書兼実績報告書

▼ 住民票の写し

▼ 家財、家電等購入費用を証明する領収書及び引越しに要した費用の
領収書

新婚さんの
新生活を
応援します

問い合わせ先 七宗町役場 住民課　西田 ちはる　☎４８－１１１２（内線１５５）
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町有地にメガソーラーを設置している株式会社シーテックの方が講師となり、神渕小学校の５、６年

生を対象に太陽光発電に関する授業を行いました。新型コロナウイルス感染症拡大防止に配慮し、現地

の見学、講師の招聘を見合わせて、オンラインにて講義が実施されました。

日本最古の石博物館にて、ひな祭りに向けて土雛の飾りつけが行われました。近年では珍しくなって

きた土雛が３０体以上飾られ、博物館のロビーが華やかになりました。またレッキー君、レッキーちゃ

んも和装で身を包み、緊急事態宣言が明けて開館した後にお客様をお迎えする準備をしました。

■足踏み式消毒スタンドを寄付
頂きました。
朝日祥治 様より足踏み式消毒ス

タンドを寄付して頂きました。役場

入り口に設置し、新型コロナウイル

ス感染症拡大防止に活用させていた

だきます。

日本最古の石博物館  土雛かざり

太陽光発電教室

２
　26

２
　24

＊＊ お詫びと訂正 ＊＊

広報ひちそう２月号３ページ新成人
名簿にて、誤掲載がございました。

　正　  吉村 萌々花
　誤　  吉村 萌々香

ご関係者の皆さま、誠に申し訳あり
ませんでした。
以上、訂正してお詫び申し上げます。
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入札年月日　令和 3 年 2 月 2 日

工事番号等 工事場所等 工事名等 請負金額
Ａ  円 契約年月日 工　期 請負者 予定価格

B  円
落札率
A ／ B

1
教育課
教備第８号

七宗町地内
中学校指導者用
デジタル教科書購入事業

1,426,040 

令和 3 年

2 月 2 日

令和 3 年

3 月 23 日
㈲加茂教材 1,469,600 97.04%

2
教育課
教備第９号

七宗町地内 電子黒板等一式購入事業 3,520,000 
令和 3 年

3 月 29 日
㈱ジムブレーン
東美濃支店

3,630,000 96.97%

3
教育課
教備第10号

七宗町地内 タブレット端末購入事業 2,090,000 
令和 3 年

3 月 29 日
中部事務機㈱ 2,200,000 95.00%

工事計　3 件 7,036,040 － － 7,299,600 96.39%

合　計　1 件 7,036,040 － － 7,299,600 96.39%

公共工事入札結果

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、来庁される方々への感染拡大防止のため、法務局（支局
を含む）では、当分の間、できる限り電話又はインターネットによる相談をお願いしています。ご理
解とご協力をお願いします。

【みんなの人権１１０番】　☎ ０５７０－００３－１１０
【女性の人権ホットライン】☎ ０５７０－０７０－８１０
【子どもの人権１１０番】　☎ ０１２０－００７－１１０（通話無料）

【インターネット人権相談窓口】https://www.jinken.go.jp/

法務局（支局を含む）において人権相談をされる方へ

加茂休日急患開設の日程

  診療所  　発熱やケガなど比較的軽い症状に対し、応急的な診療を行います。
月　日 曜 日 医療機関名 所 在 地 電話番号

３月２０日 土・祝 小林クリニック 坂 祝 町 ２５－８０７７
３月２１日 日 カブチ山田クリニック 七 宗 町 ４６－００３５
３月２８日 日 太田メディカルクリニック 美濃加茂市 ２６－２２２０
４月　４日 日 木沢記念病院 美濃加茂市 ２５－２１８１
４月１１日 日 太田メディカルクリニック 美濃加茂市 ２６－２２２０
４月１８日 日 日江井外科 美濃加茂市 ２５－２６２４
４月２５日 日 岩永耳鼻咽喉科 美濃加茂市 ２５－８７４９

●診療受付時間　午前９時～午後４時３０分
＊都合により、変更する場合や途中休憩があります。各医療機関にご確認ください。
　（加茂医師会のホームページでも確認できます）
＊場合によっては、かかりつけ医にご相談ください。
※３月２０日、２１日は広報ひちそう 2 月号に掲載した内容から変更があります。

変更
変更

  歯　科  　急な歯痛や口の症状に対し、応急的な診療を行います。
月　日 曜 日 医療機関名 所 在 地 電話番号

３月２０日 土・祝 長江歯科医院 美濃加茂市 ２６－１９５２
３月２１日 日 　からん歯科・矯正歯科＆キッズ 美濃加茂市 ４８－８８１０
３月２８日 日 かもの歯科医院 美濃加茂市 ２８－２３４１

福井歯科医院 七 宗 町 ４８－１０２９
４月　４日 日 ふくた歯科クリニック 美濃加茂市 ２４－０６０６
４月１１日 日 ふくい歯科 美濃加茂市 ２６－２２６６
４月１８日 日 松村歯科医院 美濃加茂市 ２６－２２２１
４月２５日 日 たけのこ歯科医院 美濃加茂市 ４２－６０７３

●診療受付時間　午前９時～午後１時
＊都合により、変更する場合があります。各医療機関に、ご確認ください。
※３月２１日は広報ひちそう２月号に掲載した内容から変更があります。

問い合わせ 　七宗町役場　住民課　健康係（生きがい健康センター内）　平田  裕子　☎４８－２０４６

変更
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本年、４月３日（土）、４日（日）に岐阜県内各地において東京２０２０

オリンピック聖火リレーが開催されます。

聖火リレールート周辺では、大規模な交通規制が行われます。

交通渋滞が予想されますので、公共交通機関を利用した自動車利用の自

粛や迂回等について、ご協力をお願いいたします。

また、聖火リレールート周辺概ね３００メートル地域の上空においては、

ドローン等の小型無人機の飛行が禁止されますので、ご注意ください。

岐阜県内 聖火リレー開催に伴うお願い

2021 年度　し尿汲み取り日程表

土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧について

土地の縦覧帳簿については、土地の固定資産税納税義務者、家屋の縦覧帳簿については、家屋の固定
資産税納税義務者に限り縦覧することができます。（免税点未満の場合は縦覧対象外となります）

◦期　　　  間　４月１日（木）～４月３０日（金）
　　　　　  　　午前８時３０分 ～ 午後５時１５分（土・日曜日、祝日を除く）

◦場　　　  所　税務課

◦縦覧出来る人　七宗町へ固定資産税を納付している人
　　　　　　　  ※納税義務者でない場合、又は法人の場合は、納税義務者の委任状が必要です。

◦持　 ち 　物　自己の納税通知書又は納税明細、身分を証する物（運転免許証など）

◦手　 数 　料　無料（写しの交付は行いません）

問い合わせ 　　七宗町役場　税務課　杉浦  貴子・渡邊  友香里　☎４８－１１４４

地域名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

神　渕

6(火) 11(火) 1(火) 6(火) 3(火) 7(火) 5(火) 2(水) 7(火) 4(火) 1(火) 1(火)

13(火) 18(火) 8(火) 13(火) 10(火) 14(火) 12(火) 9(火) 14(火) 11(火) 8(火) 8(火)

20(火) 25(火) 15(火) 20(火) 17(火) 21(火) 19(火) 16(火) 21(火) 18(火) 15(火) 15(火)

27(火) 22(火) 27(火) 24(火) 28(火) 26(火) 24(水) 25(火) 22(火) 22(火)

29(火) 31(火) 30(火) 29(火)

上麻生
中麻生
川　並

2(金) 7(金) 4(金) 2(金) 6(金) 3(金) 1(金) 5(金) 3(金) 7(金) 4(金) 4(金)

9(金) 14(金) 11(金) 9(金) 13(金) 10(金) 8(金) 12(金) 10(金) 14(金) 10(木) 11(金)

16(金) 21(金) 18(金) 16(金) 20(金) 17(金) 15(金) 19(金) 17(金) 21(金) 18(金) 18(金)

23(金) 28(金) 25(金) 30(金) 27(金) 24(金) 22(金) 26(金) 24(金) 28(金) 25(金) 25(金)

30(金) 29(金)

お 

願 

い

● 指定日以外での汲み取り（下水道への切り替えや緊急の場合含む）は、事業者へお問い合わせください。

● 土曜日、日曜日、祝日は処理場が休業日のため汲み取りが出来ません。

● 年末に汲み取りをご希望される場合は、２０２１年１２月２０日(月)までにお申し込みをお願いします。

● 年末年始は２０２１年１２月２９日(水)から２０２２年１月３日(月)まで休業いたします。

● 清潔に汲み取るため、バケツ一杯の水のご用意をお願いします。

● 祝日法の改正により汲み取り日を変更することがあります。

申し込み・問い合わせ 　　美濃加茂衛生株式会社　☎ ２６－００１３　FAX ２６－０１２５
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■「農業委員会総会」開催予定月
農地の転用には、「農地法」の定めにより事前の許可が必要になります。
登記地目が農地であれば、耕作の有無に関わらず必要となります。
なお、農地法に係る審査（所有権移転、転用等）をする「農業委員会総会」について、

２０２１年度は下記のとおり開催の予定をしています。

申請受付締切日 総会開催予定日

２０２１年　４月　９日(金) 　５月　６日(木)

５月　７日(金) 　６月　１日(火)

７月　５日(月) 　８月　５日(木)

９月　６日(月) １０月　１日(金)

１０月　８日(金) １１月　２日(火)

１１月　５日(金) １２月　３日(金)

２０２２年　１月　７日(金) 　２月　２日(水)

２月１０日(木) 　３月　３日(木)

※総会開催予定日は、今後変更もあり得ますので、ご了承ください。
※期日に余裕をもって、全ての書類を整えた上で農業委員の確認を受け、締切日までに提出

してください。
※「農地法第３条」の場合は、法第３条第２項「耕作要件」の確認。
※「農地法第４条」及び「第５条」の場合は、「農用地」・「転用、計画面積の妥当性」・「代

替性（他の土地での検討）」・「資力及び信用」の確認。

■農用地の確認
七宗町は、農業振興を目的として「七宗農業振興地域」を指定しています。

「七宗農業振興地域」内には、土地改良をした優良農地などを「農用地」として指定し有
効利用と保全を図っています。

この農地は、基本的に農地以外に供することができません。
もし、転用する事由が発生した場合には、農地転用の前に「農用地除外地申請」に基づ

く「除外許可」が必要になります。
なお、２０２１年度の「農用地除外地申請」の受付は下記のとおりです。

「農用地除外地申請」は、毎年 1 回。決定に要する期間は、概ね 6 ヶ月から 8 ヶ月程度
必要です。「農地法」、「農用地」等に関する申請や不明な事柄につきましては、各地区の
農業委員さんか農業委員会事務局までお尋ねください。

20２１年度
「農業委員会総会」及び「農用地除外地申請」について

問い合わせ 七宗町農業委員会事務局　☎４８－１１０１（直通）　FAX ４８－２２３９

２０２１年  4月１日（木） ～ ６月３０日（水）
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今月の健康コラム

◎糖尿病は、全身の血管が傷つく病気
糖尿病とは、血液中で糖分（血糖）が異常に増え

る病気で、全身の血管を傷つけます。特に、細い

血管が集中して存在する神経、目、腎臓に合併症

が起こるのが特徴です。（糖尿病３大合併症：神

経障害、網膜症、腎症）

七宗町は岐阜県内の他の市町村と比較して

HbA1c（糖尿病の指標）の数値が高い人が多く、

県内ワースト１０に入っています。

◎糖尿病性腎症は、糖尿病の合併症の1つです
糖尿病性腎症は糖尿病の合併症の１つで、腎臓

が悪くなり、腎不全の状態になると透析療法が必

要となります。そして、透析導入原因の第１位が

糖尿病性腎症です。

◎糖尿病性腎症がどうして問題なの？
将来の不自由や介護を招き、家族にも影響が…

糖尿病性腎症が重症になると、腎機能を補うた

め「人工透析」が必要です。人工透析の主な方法

では、週に３回通院し、１回４時間以上（１か月

計５０時間前後）の透析が必要になります。心臓

病や脳卒中などの合併症の危険も高まり、正しく

ケアをしないと入院や介護を招いて、家族にも影

響がおよぶ場合もあります。

糖尿病性腎症は医療費が高く、保険料も上がる！
人工透析患者の医療費は１人あたり年間約

６００万円です。その多くは医療保険で負担する

ため、透析患者が増えると皆さんの支払う保険料

が上がったり、医療保険自体が破綻したりする可

能性が高くなります。

◎糖尿病から糖尿病性腎症への重症化を防ぐために
減塩　うす味の習慣を

塩分のとり過ぎは腎臓を悪くします。麺類の汁

を飲まない、スナック菓子を控えるなど減塩に

チャレンジをしましょう。

血圧　最大血圧１３０㎜Hg未満を目標に
血圧を管理することは腎臓を守ります。減塩、

野菜や果物などでカリウム摂取、減量、節酒、運

動で血圧の改善に取り組んでみましょう。

血糖　食後の高血糖を防ぎHbA1c ７％未満に
血糖を管理することが腎臓を守ります。食事の

始めに野菜を食べるなど、食後の血糖値を急上昇

させない工夫をしましょう。

合併症予防の血糖コントロール目標値は HbA1c 

７％未満です。

糖尿病・糖尿病性腎症の
　　　　　　　　　　 重症化を防ごう！

健康相談

■乳幼児・成人健康相談

　　４月　２日(金)　午前９時３０分～１１時

　　　　　　　　　  生きがい健康センター

　　４月１６日(金)　午前９時３０分～１１時

　　　　　　　　　  神渕コミュニティーセンター

　乳幼児：身体測定、育児相談

　成　人：血圧測定、尿検査

　保健師、管理栄養士が相談に応じます。

★新型コロナ感染症拡大防止のため、当面のところ個別予

約制で実施しますので、希望される方は生きがい健康セ

ンターまでご連絡ください。

■母子健康手帳交付

　予約制（所要時間１時間程度）

　生きがい健康センターまでご連絡ください。

 　（持ち物）①妊娠届出書

 ②マイナンバーを確認できるもの

 　(個人カード または 通知カード)

 ③身分を証明できるもの

 　(運転免許証 または 保険証等)

健　診

■乳幼児内科健康診査

　４月２２日(木)　午後１時～３時３０分

　　　　　　　　  生きがい健康センター

 《対象者》

　４～５か月児：Ｒ　２.１１.１２～Ｒ　２.１２.２２生

　７～８か月児：Ｒ　２.　８.１２～Ｒ　２.　９.１６生

　１歳６か月児：Ｒ　１.　９.１２～Ｒ　１.１０.２２生

　３歳月児　　：Ｈ３０.　３.１２～Ｈ３０.　４.２２生

　※対象者には個別通知をします。

◎ご不明な点は、下記までお問い合わせください。

問
い
合
わ
せ

生きがい健康センター内
住民課  健康係　平田 裕子

  ☎   ４８－２０４６　 FAX  ４８－１３６０
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＊ 七宗町の人口 ＊
令和３年３月１日 現在

有
料
広
告

4 月の 税・料

介護保険料　　　　　　 ３月分
後期高齢者医療保険料　 ３月分

※納付は口座振替が便利です

納期限　令和２年 3 月 2 日

固定資産税 １期分
介護保険料 ４月分
後期高齢者医療保険料 ４月分

※納付は口座振替が便利です

納期限　令和３年 4 月 30 日

相続登記はお済みですか？
いつでもできるということで後回しになりがちな

相続登記ですが、いつまでも放置しておいて、子や
孫に煩雑な手間と負担を掛けさせることは避けたい
ものです。相続登記はできるだけ早い時期に終わら
せておくことが重要です。

登記のことは当事務所に安心してお任せください。
出張相談も承ります。

　　 加茂郡七宗町神渕１４８９２番地１
司法書士・行政書士　堀部章比己事務所

TEL ０５７４－４６－１１５２

法律相談

期日 4 月 1 日（木）

時間 午後１時～午後４時

会場 木の国七宗
コミュニティーセンター

無 料 相 談
お悔やみ

地区名 死亡者 年 齢 親 族
奥 田 山岡　　武彦 ８８歳 義典
大 穴 亀山　　正雄 ９９歳 章二
樫 原 長谷川 さよ子 ７７歳 俊弘

広報ひちそうに
広告を掲載しませんか？
●規格　１枠　縦６０mm　横８０mm
●２色刷り
●掲載位置　町の指定
●料金　一月３，０００円
　　　　（町内事業者は半額）

 問い合わせ 
　七宗町役場　企画課　井上　昇
　　　　　　　☎ ４８－２２９１

孫
ひ
こ
と
　
代
わ
る
電
話
や
　
雪
の
夜

平
　
岡
　
多
寿
子

ど
ん
ど
焼
き
　
鎮
守
の
杜
に
　
煙
立
つ

長
谷
川
　
美
登
里

古
里
の
　
宮
新
緑
に
　
包
ま
れ
る

福
　
井
　
み
な
江

丑
明
し
　
牛
歩
な
が
ら
　
夢
を
追
う

後
　
藤
　
ひ
　
さ

瀬
の
音
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段
に
聞
こ
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春
の
闇

各
　
務
　
明
　
子

春
陽
さ
す
　
水
槽
稚
魚
の
　
生
ま
れ
け
り

福
　
井
　
保
　
子

人　口　　3,615 人　　（－ 2）
　男　　　1,719 人　　（＋ 1）
　女　　　1,896 人　　（－ 3）
世帯数　　1,443 世帯　（＋ 3）

内　訳
出　生　 0 人　　死　亡　 5 人
転　入　10 人　　転　出　 7 人
（外国人を含めた数となっています。）
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わくわく体験館のガラス工芸講座

日 時
内 容

対 象
定 員
参 加 費
締 切 日
そ の 他

会 場
申 込 み
問 合 せ

５月１６日（日）、５月１９日（水）  両日とも９時 ～１０時半／１０時半～正午
吹きガラスの技法で、ビールジョッキを作ります。お好みの色を付けて、オリジ
ナル作品に仕上げてください。
小学５年生以上
各時間 ６名（先着順） 合計２４名様
２,６００円（材料費・税込）
５月６日（木）
作品は当日お持ち帰りいただけません。

わくわく体験館
わくわく体験館へ、電話か窓口でお申込みください
わくわく体験館　☎０５７４－６５－１５１５

● 講座名：ビールジョッキを作ろう

公共施設の利用について

岐阜県の緊急事態宣言が解除されたことに伴い、下記の施設の利用を再開します。
なお、屋内施設につきましては、町内在住者限定の利用となりますので、予めご了承ください。

木の国七宗コミュニティーセンター 神渕コミュニティーセンター

上麻生中学校体育館 及び 運動場 上麻生小学校体育館 及び 運動場

神渕中学校体育館 及び 運動場 神渕小学校運動場

七宗町体育館 及び 町民運動場

※３月15日時点の利用状況です。今後変更になることがありますので、最新の状況はホーム
ページでご確認いただくか、七宗町役場教育委員会生涯学習係（☎４８－１１１４）までお
問合せください。

手指の消毒に

ご協力ください

マスクの着用を

お願いします

事前の検温を

お願いします
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七宗町教育委員会だより第 528 号

節分会

ひな人形飾り

例年よりも１日早い節分となった２月２日（火）に、第１保育園・第２保育園において、恒例の節分

会が行われました。

園児たちは、自分のこころの中にいる「怒りんぼ鬼・泣き虫鬼・わがまま鬼」など悪い鬼に向かっ

て「鬼は外・福は内」と大きな声で元気よく豆をまき、退治しました。

２月３日（水）に第２保育園にて、２月４日（木）に第１保育園にて「ひな人形飾り」が行われました。

保育士からそれぞれの人形の役割を学びながら、ひな壇へ人形を飾っていきました。華やかな人形た

ちを見て、春の訪れを感じることができました。

第２保育園

第２保育園

第１保育園

第１保育園

図書室からのお知らせ！

神渕コミュニティーセンターと木の国七宗コミュニティーセンターの図書室では、リクエスト本

や話題の本を入荷しています。どちらの図書室でも借りることができますので、是非ご利用くださ

い。また、読みたい本がありましたら、リクエストもお待ちしております。

 返し忘れた本はありませんか？
図書の貸出期限は、神渕コミュニティーセンターでは２週間、木の国七宗コミュ
ニティーセンターでは１ヶ月です。
期限の過ぎた本をお持ちの方は、速やかに返却いただきますようお願いいたします。
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住民課栄養士がおすすめする
～心身の疲れを癒すレシピ～

① 鶏手羽元は塩を振って揉み込み、１５分ほどおく。
②キャベツと玉ねぎはくし切り、かぶと人参は縦半分に切る。
③鍋に分量の水と鶏手羽元、しょうが、ローリエを入れて中火にかける。

煮立ってきたら弱火にし、１０分ほど蓋をせずに煮る。
②人参を加え、５分ほど煮てから、キャベツと玉ねぎ、かぶを加えてさら

に１０分～１５分煮る。

細菌やウイルスに打ち勝つためには免疫力を高めることです。たんぱく質が豊富な鶏肉で免疫力を高めましょう。
春野菜の甘味と鶏肉の旨味をしっかり引き出したレシピです。

春野菜のポトフ

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■材料（２人分）

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■作 り 方

◦鶏手羽元 ４本
◦塩 小さじ１/３強
◦春キャベツ ８０ｇ
◦新玉ねぎ ８０ｇ
◦かぶ ８０ｇ

◦人参 ６０ｇ
◦しょうが（薄切り） ６ｇ
◦水 ４００㎖
◦ローリエ 少々

┃┃２月で、１歳になりまし
た

┃ ┃

２月生まれ

林
はやし

　遼
り ょ う た ろ う

汰郎 さん

（ Ｒ２．２．１７生　　保護者  栄一）

君の笑顔は家族の幸せ。

 生まれてきてくれて

　　ありがとう。

　これからも健やかに

　　　　   たくましく！
葛 屋

上段：１人分の栄養価（下段：50 ～ 69 歳  身体活動レベル「普通」の男性１日の栄養必要量）

エネルギー たんぱく質 脂　質 カルシウム 鉄 ビタミンＣ 塩　分
182Kcal 14.2g 9.2g 51mg 0.7 ｍ g 30mg 1.2g

（2,450kcal） （50g） （54 ～ 69g） （700mg） （7mg） （85mg） ★ 7.5g 未満

★成人女性の塩分は、1 日 6.5g
未満。高血圧の方は、6g 未
満が目標です。

岐阜県保険医協会では、ヨイハ（４月１８日）健康デーにちなみ、
歯科医師による「歯のなんでも電話相談」を１日だけ開催します。

日ごろ気になっていること・なかなか聞けないことなど「歯や
口腔についての悩み」を無料で相談できますので、お気軽にお電
話ください。

 開 催 日 時 　４月１８日（日） 午前１０時 ～ 午後３時

 受付電話番号 　岐阜県保険医協会
　　　　　　　☎０５８－２６７－０７１１

ヨイハ健康デー 「歯のなんでも電話相談」

─お電話ください！ ─
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